
平成３０年度市政懇談会意見要望回答（全３７件） とき：７月１９日（木）　　会場：西那須野庁舎

Ｂ：実現に努力しているもの
Ｄ：実現が極めて困難なもの
Ｆ：現状等の説明を求められたもの

№ 地区 項目 意見要望 回　答 分類

■企画部

1 太夫塚
文書の配
布回数

　広報や回覧物が多すぎる。紙代や印刷代も
相当な金額になると思う。また、回覧を回す
班長も高齢化が進み持ち歩く事も出来なく、
班長を辞退したり班を脱会する人が増えてい
る。その他の個人のコンサートのお知らせも
多いので、出来れば、月２回を１回にして貰
い、必要最小限にしてもらいたい。参考まで
に大田原市は、月１回です。

　文書の配布にあたっては、皆様に大変なご苦労をお
かけしていることは十分に認識しているところであり、改
めて御礼申し上げます。
　一方で、市政情報の発信・提供は市政運営や協働の
まちづくりに欠くことのできない大切な部分でありますの
で、御理解と御協力をお願いし、併せて、広報の発行や
文書配布のあり方については、市民の意向を踏まえな
がら検討してまいります。

Ｅ

2 太夫塚
新庁舎建
設

　現在、新庁舎を建設する計画が進められて
いるようだが、多くの市民にとって多額の資金
を投入して、新庁舎建設の必要性があるの
か。市民が住んでいる身近な場所で、市政に
関する要件を満たせるようにする時代ではな
いのか。

　既存本庁舎が抱える狭あい、行政機能の分散、バリア
フリーへの対応や老朽化といった課題とともに防災機能
や市民交流スペースの不足などの行政課題に対応する
ためにも新庁舎の建設は必要であり、新庁舎を建設す
ることで市民の利便性向上につなげていきます。また、
西那須野・塩原庁舎については地域の実情に応じた必
要な行政サービスを継続して提供するとともに、有事の
際の防災拠点としての機能を備えるものとします。

Ｅ

3 四区町
市政懇談
会のあり方

　市政懇談会は、夜間（午後７時から）や休日
に開催してほしい。また、参加者を自治会長・
自治公民館長・コミュニティ会長に限定してい
るのはなぜか。

　市政懇談会については、毎年、自治会長や自治公民
館長にアンケートを行い、現在の開催形態をとっており
ますが、今後も皆様の御意見を伺いながら開催形態を
検討してまいります。
　参加者については、市民であればどの会場にも参加
いただくことができ、市広報誌やホームページで周知を
しているところです。

Ｆ

4 西三島
市政懇談
会のあり方

　当自治会では、市政懇談会において行政に
要望する案件はほとんど提出しない。 つま
り、提言・意見として提出しているが、ほとん
どの案件が理由を付けて一言の元に否定さ
れる。また、検討しますと回答した案件も、行
政からはその後の進捗すらフィードバックされ
ないのが現状。
　広く市民の意見を聴いて市政に反映させる
という名目だけの実績づくりであれば、市政
懇談会を開催する必要はないと考える。ま
た、毎回自治会長・公民館長のみの出席で一
般市民が出席できないということは「広く市民
…」の趣旨からはかけ離れていることから、平
日の昼間に開催するのではなく、女性・学生
等各世代が参加できる日程の工夫が必要と
考える。
　自治会長からの問題提起については栗川
市長時代に実施した首長と自治会連絡協議
会等との意見交換会を再開した方がよろしい
かと考える。

　市政懇談会については、行政への意見要望をいただ
ける貴重な場であることから、今後も継続していきたいと
考えます。併せて、懇談会後の要望等に対する進捗状
況等についても市ホームページで公開しておりますが、
フィードバックの仕方については今後も検討してまいりま
す。
　参加者については、市民であればどの会場にも参加
いただくことができ、市広報誌やホームページで周知を
しているところですが、市政懇談会の開催形態について
は、多くの人が参加しやすいよう、検討してまいります。
　また、自治会長連絡協議会等との意見交換会につい
ても有意義なものと考えておりますので、開催の形態等
について検討してまいります。

Ｂ

【分類】
Ａ：要望等の趣旨に沿って措置したもの（既に取り組んでいるもの）
Ｃ：当面は実現できないもの
Ｅ：意見・提言として受けたもの
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№ 地区 項目 意見要望 回　答 分類

当日 五軒町
懇談会の
資料

　今回配布されたこれらの回答については、
いつ頃市長等の承認を受けて制作したもの
か。

　一週間ほど前に市長の決裁を受けて作成したもので
す。 Ｆ

当日 〃 〃

【関係質問】
　回答については、もう少し早めに作成し、事
前に配布してもらえれば、説明の時間が少な
く、再質問や意見を述べる時間が多く取れる
ようになると思う。また、回答についても「検討
する」という内容が多い。これは仕方のないこ
とだと思うが、例えば、今回、月２回の文書配
布についての質問に対して、「市民の意向を
踏まえながら検討していく」とあるが、その後
の検討結果がどうなったかをホームページで
もよいので周知してほしい。

　回答書の事前配布については、出るだけ早く配布でき
るよう考えてまいりたい。
　また、月２回の文書配布については、現在、月２回実
施しているのは県内でも本市のみとなっています。ただ
先の回答でも示した通り、情報をどのようにして市民の
皆さんに伝えるのかというのも重要な課題であり、もし１
回に減らす場合は、どのような方法で情報を確保するの
かという検討と、併せて市民の皆さんに対してアンケー
ト調査も実施したいと考えており、過去に行った調査で
は２回を望む声が多かったため現在の形となっています
が、時間の経過とともに考え方も変わってきますので、
再度アンケート調査をさせていただき、その結果も踏ま
えて考えていきたい。

Ｂ

5 西三島
新庁舎建
設

　現在、新市庁舎建設に関して基本計画を策
定するための市民検討懇談会を開催してい
るが、以下の理由から、必要最小限の規模と
機能を有する建築物とされたい。

①市では人口減少時代を想定して、コンパク
トシティを標榜し、市内にある三つの駅周辺を
居住推進地域と定めている。従って人口減少
社会に見合った業務量を想定したコンパクト
な容積が妥当であると考える。

②行政機能の中枢部だけを新庁舎に入れて
コンパクトな建屋にすべきである。つまり、企
画、財務、総務、教育委員会そして議会のみ
が入居する。その他の部署は現庁舎や支所
に入居する。

③黒磯のみを優遇せず、現市役所は西那須
野・塩原と同格の黒磯支所として今後とも利
用すべきである。

④基本構想には市民サービスの向上やワン
ストップサービスを提供できると謳っているが
日常生活で新庁舎に赴くのは黒磯市民と事
業者のみで、西那須野・塩原の住民は支所で
こと足りており、新庁舎に足を運ぶことは稀で
ある。新庁舎は黒磯市役所と揶揄されている
のはご存知か？

⑤現市長はTOKYO2020 に起因して建設資
材等が高騰するという理由で建設を先送りし
たが、結果資材価格は高止まりのままで、所
謂、選挙戦略でしかなかったと市民は感じて
いる。

⑥県北発展のシンボル、ランドマークとしての
建屋であってほしい。そのためには行政機能
のみ入居するのではなく、１Ｆに商業施設、上
部階にはホテルなどの観光客誘致施設等が
入居する総合ビルとしたい。

　新庁舎の建設に当たっては、御要望にある通り、将来
を見据えて無駄な投資とならないよう検討を進めてまい
ります。
　市民の利便性や行政の効率性、建設時のイニシャル
コストや建設後のランニングコスト等の様々な観点から
検討し、基本計画を策定してまいります。

Ｅ
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№ 地区 項目 意見要望 回　答 分類

当日 太夫塚 情報発信

①市民に対する情報発信というが、市民とは
誰を指すのか。また、自治会への加入率はど
のくらいなのか。併せて自治会に加入してい
ない人については回覧は回らないがどのよう
にして情報を届けるのか。
②市の広報誌は紙が厚くて重い。もっと薄い
紙にして、シンプルにしてほしい。また、アン
ケートは自治会を通してやってほしい。

①市民とは、自治会に入っている人だけでなく、当然、
入っていない人も含めます。また、自治会加入率です
が、６０％代となっています。自治会未加入者に対して
は、ホームページなど様々な方法を駆使していますが、
なかなか難しい状況です。
②広報誌やアンケート方法については御意見として承り
ます。

①Ｆ
②Ｅ

当日 不明
今後の市
の方向性

　１０年後の本市はどのようにあるべきなの
か、市長の夢とビジョンを教えてほしい。

【市長】
　昨年策定した第２次那須塩原市総合計画の中で、「人
がつながり新しい力が湧き上がるまち 那須塩原」という
将来都市像を設定しました。これは１０年後を見据えた
もので、これに向かって我々はまちづくりを進めていきた
いと考えています。残念ながら、現在、人口減少に入っ
ていますので、この人口減少にいかにして歯止めをか
けるのか、新たな定住・移住等をこれからも模索をして
いきたい。本市は様々な恵まれた要件を持っています。
それらをもっと活かしながら那須塩原市としてのまちづく
りに努力していきたい。

Ｆ

■生活環境部

1 西三島
高齢者の
運転免許
返納促進

　高齢者が引き起こす交通事故が社会問題と
なっており、事故抑止対策として免許証の返
納を勧めているが、交通の便が悪い地域で
は、返納したいが、買い物・通院等生活に支
障をきたすということで、不安を抱えながらも
返納をためらっている高齢者が多くいる。
　本市では免許証返納に対するインセンティ
ブとして、初年度のみ ２万円分のタクシー券
を配付しているが、これでは免許証を返納す
る高齢者はいないと思う。
　行政は、ゆーバスやデマンドバスのきめ細
やかな運行で、ニーズに対応できると思って
いるようだが大いなる錯覚だ。交通行政の抜
本的な見直しや地域包括支援システムの推
進を図り、商工会や医師会と連携して“買い
物・通院難民”をなくすことに知恵を出すほう
が良いと思う。

　今年３月に策定した「那須塩原市地域公共交通網形
成計画」に基づき、今年１０月から再編計画の第一段階
を実施する予定になっておりますので、第二段階に向け
て計画していく中での参考とさせていただきます。

E

2 西三島
瓶の分別
回収

　本年度から資源再利用率向上を目的とした
瓶の分別回収がスタートした。
　導入前の市からの説明では、１年間は猶予
期間として指定回収日に間違って出された瓶
も回収する旨の説明があったが、現状では茶
瓶以外は回収せずに、残置されているごみス
テーションが多数ある。市から業者への周知
徹底がなされなかったことが原因かと思うの
で再徹底をお願いしたい。
　自治会としても早期の分別定着に向けてご
み減量推進員を中心に取り組んでまいりた
い。

　本年４月から「びん」の資源化率向上を図るため、色
分け回収を実施しておりますが、年度当初において、市
と収集業者との認識がずれていたため、収集業者に対
して、指導及び周知徹底を図っている状況です。
　また、市民の方々にはかなり浸透されてきていると感
じているところです。ご協力ありがとうございます。　今
後は、「びん」の分別が浸透してきている現状を踏まえ、
猶予期間の短縮も検討しながら、色分け回収がさらに
浸透するように、市民向けの周知と収集業者への指導
を引き続き実施してまいります。

A

3 永田町
防犯灯の
管理

　現在、永田自治会内には街路灯が９０基、
防犯灯が１３０基設置されているが、その内
西朝日町地区内の防犯灯１４基（１０Wの統一
電球にする以前に立てられたもの）が市の管
理になっていない。時々、照明がつかないと
の報告があり、早急に市の管理下に置くよう
要望する。

　市の管理番号（L-〇〇〇〇、[年度]-〇〇〇）が付与さ
れたＬＥＤ防犯灯の灯具修繕につきましては、平成３５年
度までの期限付きではありますが、市において予算の
範囲内で修繕を行っているところです。また、平成２４年
度以前に設置されたＬＥＤ防犯灯につきましては、現地
確認等を含めご相談させていただきます。

A
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№ 地区 項目 意見要望 回　答 分類

4 永田町
野良猫対
策

　野良猫問題については難しい問題ではある
が、地域内では必ず話題になる問題。野良猫
問題（全般）に対してなにかよい対策などがあ
るか教えてほしい。

　市では、猫の飼い主に飼養頭数のコントロール、終生
飼養、所有者明示、室内飼養といった適正飼養をお願
いしているところです。
　野良猫に対しては、エサを与えない、エサ場となるよう
な場所を管理し、エサをなくす。飼い猫のエサを取られ
ないよう管理するなどの対策があります。
　今年４月から避妊・去勢手術費用の一部を助成してい
ますので、飼い猫に対して手術を行った場合にご利用い
ただけます。

F

5 西三島

住宅地交
差点の交
通事故防
止対策

　西三島地内の生活道路は碁盤の目状に交
差しており、一時停止を怠って出会い頭に車
両同士が衝突する事故が発生している。
　一時停止の標識を認識できない箇所もあ
り、立て看板の更改等、行政においても対策
を検討してほしい。

　劣化した看板や見通しを悪くしている看板などについ
ては撤去し、交通安全対策については、那須塩原警察
署と連携して行ってまいります。

A

■生活環境部・教育部

Ｆ

E

1 西三島
子どもの安
全対策

　新潟市で小２の女児が連れ去られ未来を断
ち切られるという痛ましい事件が起きた。本県
でも平成１７年１２月に旧今市で同様の事件
があった。この事件をきっかけに、自治会やコ
ミュニティで、下校時見守り活動をしていこうと
スクールガードボランティアが発足し、事件か
ら１２年経過した今でも継続している。しかし
ながら、どこの自治会やコミュニティでも高齢
化によりボランティアが減少し、運営にアップ
アップの状況が続いているのが現実。
　現在スクールガードボランティア以外に、子
どもの安全を守るために市から委嘱を受け、
報酬も受けている交通指導員がいる。交通指
導員は現在、朝の登校時のみで、交通事故
防止が目的と考える。また、交通指導員の規
則では、朝７時から８時半までのおおむね１
時間となっている。
　ある場所を見学させてもらったが、1 か所は
７時２５分から７時５０ 分までの２５分間で児
童約１３５人を対応。もう一か所は、７時１８分
から７時２７分の９分間で４０人の対応と、場
所によっては１０ 分未満のところもあり、見守
り時間にばらつきがあった。
　そこで、意見だが、交通指導員の報酬を考
えた時、規則通りおおむね一時間は従事して
欲しいなどの対応も考えるべきではないか。
また、下校時の見守りをスクールガードボラン
ティアのみが頑張るだけでなく、交通指導員
や在宅の保護者も含め、地域ぐるみで見守っ
ていくという体制を構築すべきと考える。
　最近不審者情報も出ており、スクールガード
ボランティアだけにこれ以上負担をかけるの
は、いかがなものかと思う。
　市の考え方や改革について伺いたい。

【生活環境部】
　交通指導員は、登校時の立哨以外に、市・自治会・各
種団体等から依頼される行事やイベントの交通安全業
務も行っております。また、登校時間帯の立哨につい
は、立哨場所ごとに通過する児童生徒の人数や通過時
間帯が様々であるため、規則でおおむね1時間とし、各
学校の通学状況に合わせて行っております。
　交通指導員やスクールガード、地域住民を含めた下校
時の見守り体制については、今後、教育委員会や学校
と連携し、検討を行っていきたいと考えております。

【教育部】
　市教育委員会では、地域と学校が連携・協働して、地
域全体で子供たちの成長を支えていく活動、「地域学校
協働本部」事業を展開していく予定となっています。本
事業を推進していく中で、学校安全ボランティア（スクー
ルガード）の体制づくりにつきましても、検討していくこと
ができるものと考えております。
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№ 地区 項目 意見要望 回　答 分類

■保健福祉部

1 西三島

高齢者ボラ
ンティアの
拡大に向け
た施策

　現在、那須塩原市では、介護施設における
ボランティア活動のみをポイントの対象として
上限５，０００円の商品券を支給しているが、
地域包括支援システムの推進と定着並びに
高齢者の社会参加と健康寿命の伸長を目的
として、対象となるボランティアの種類及び活
動場所等を拡大するとともに、ポイントは介護
保険料とし利用できるなど検討してはどうか。

①介護支援ボランティアポイント事業につきましては、介
護サービス施設等の受入施設でのボランティア活動を
対象としてスタートし、平成２９年度からは、いきいき百
歳体操に係る介護予防サポーターの体力測定を支援す
る活動を対象範囲に拡大したところです。しかしながら、
他市では、さらに広範囲な活動を対象としている事例も
ありますので、今後、研究してまいりたいと考えておりま
す。
②一方で、ポイントの介護保険料への利用は、多くの方
が、年金から特別徴収されており、介護保険の制度上
実施は困難です。ポイントと交換する転換品につきまし
ては、現行どおり、品物を自分で選ぶことができる商品
券としたいと考えておりますが、今後、転換品として適当
なものがあれば、選択肢の一つとして検討してまいりた
いと思います。

①C
②E

2 西三島

子どもの甲
状腺がん
検査の助
成

　福島県は、東京電力福島第一原発事故時
に１８歳以下だった約３８万人を対象にした甲
状腺検査を行っており、その結果、２０１７ 年
１２月３１日現在で、１９７人が甲状腺癌およ
び疑いで（最終的に１人が良性）、そのうち１５
４人が手術を行っている。
　原発事故以前から言われている甲状腺が
んの発生率は１００万人に３人と言われてい
るが、福島県で起きている現象は、原発事故
の影響が全く無いと言えるだろうか。
　市長は、いろんな場所で放射能対策アドバ
イザーの意見を踏まえ、現時点では甲状腺検
査は実施する予定はないと回答しており、市
民の不安軽減を図るため健康セミナーなどを
開催しているとのことですが、問題ない、影響
ないと言っても、福島県での異常な発生率の
現実がある以上、市民の不安を解消できてい
ると思っているのか。
　二つの市民団体が、那須塩原市で健康不
安を感じている保護者を何とかしてやりたいと
いう思いで、ボランティアで検査してくれる医
者を探し、受診者の寄付等で行っており、毎
回定員一杯で、これまで二つの団体で１２回
ほど実施。１０１５人が受診して、受けてよ
かったと感謝の言葉が聞かれる。
　エコー検査は将来の健康不安に対して解消
してあげる、まさに予防原則に基づき実施す
べきと考える。市長の英断を切に望む。

【甲状腺検査あるいは甲状腺検査助成の実
施自治体】
栃木県：日光市、那須町、塩谷町（２０１７年２
月より）
茨城県：北茨城市、東海村、高萩市、大子
町、かすみがうら市、つくば市、牛久市、常総
市、龍ケ崎市
千葉県：松戸市、柏市、我孫子市

　甲状腺検査については、本市の放射能対策アドバイ
ザーの意見を踏まえたうえで、平成２５年７月１２日開催
の放射能対策本部会議において、「現時点では甲状腺
検査は実施する段階にない。」との決定をしており、そ
の後も、放射能対策アドバイザーからは、現在も状況は
変わっていないとの意見をいただいております。したが
いまして、新たな知見等もないことから現時点において
甲状腺検査を実施する予定はありません。
　なお、市民の健康不安の軽減を図るため、検査を希望
する市民に対しては、現在受け入れ可能な検査機関の
情報について提供しております。

C
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当日 西三島 〃

【再質問】
　回答内容は昨年と同じで、変わっていない。
新たな知見というが、どのようなことか教えて
ほしい。また、受け入れ可能な検査機関の情
報の提供については、どのようなものか。

　新たな知見についてですが、具体的に申しますと、状
況が変わっていないということで、７年前に放射能漏れ
があったときに、こちらの地区については５ミリシーベル
ト未満であるということで、この段階において、市の有識
者会議の鈴木ゲン先生（国際医療福祉大）から助言を
いただいたところ、このレベルでは、甲状腺癌の心配は
ないということで、その後変わっていないという意味で
す。
また、検査機関の情報の提供についてですが、具体的
に申し上げますと、甲状腺癌の検査を行っているところ
の紹介になります。紹介先としては、福島県のヒラタ病
院、那須町の那須高原病院、那須塩原駅前の那須塩原
クリニックの３箇所の医療機関です。

F

当日 〃 〃

【再々質問】
　７月７日の報道で、今までに癌を発症した
り、癌の疑いがあるといわれた人の福島県の
集計結果に漏れがあったということが流れて
いた。漏れていた人数を加えると、福島県で
は既に２００人を超える人たちが癌または癌
の疑いになっている。また、今回漏れていた
人の中には４歳の子供も含まれていた。この
ことを鑑みても、もっと真剣に取り組んでもら
いたい。本市でも２つの市民団体が甲状腺検
査を１３回ほど実施し、１，２４９人も検査を受
けている。福島県の病院でやっているからと
言ってそちらを案内するのではなく、市民が受
けやすいよう近くでできるようにしたり、何回も
講座を開催しているようだが、１０回の講座よ
り１回の検診を受けた方が市民も安心すると
思うので、再度検討してほしい。

【市長】
　市で組織している放射能対策本部では、最低年１回、
様々な情報を収集し、対策を行っているところですが、
我々の放射能のアドバイザーを鈴木先生にお願いして
いるところで、新たな知見等が出てきたときには、ある程
度検討を加えていきますが、当分の間はこのような形で
対応させていただきたい。

C

3 西三島
健康ポイン
ト事業の導
入を

　県内各市・町で、健康ポイント事業を始めて
いるところが多くなっている。日光市、野木
町、大田原市、小山市、宇都宮市、芳賀町な
ど１６市・町が実施しているとの事。最近では
矢板市が７月より開始するようで、例えば一
日５千歩歩くと１０ポイント、８千歩で２０ポイン
ト、特定検診やがん検診の受診は５００ポイン
ト、まち中保健室を利用すると２０ポイントな
ど、１ポイント１ 円で、商品券などと交換でき
るらしい。他の自治体も同じように運動や検
診の受診、スポーツ教室などの参加でポイン
トを付与し、ポイントに応じて、商品券や図書
券、バス乗車券、温泉利用券など、様々な景
品やサービスなどが得られる内容となってい
る。
　自分ひとりで運動などの行動を起し、それを
継続的に続けることは、余程強い意志がない
とできないのが現実である。でも何かのきっ
かけや他人の後押しがあると、スムーズに入
れる事が多い。
　ぜひ、那須塩原市でもこのような健康ポイン
ト事業を行い、市民の健康に対する意識を高
める後押しをしていただきたい。市民も、やる
ことによって、ポイントが自身へのご褒美とな
れば、目標ができて、継続することができ、少
しでも医療費を抑えることになるのではない
か。

　健康ポイント事業につきましては、健康に対する問題
意識を喚起し、健康づくりを推進するための一つの方法
であると認識しております。
　県におきましては、来年度からの実施へ向けて検討を
しており、本市としましても、実施自治体での効果等を見
極めながら、検討してまいりたいと考えます。

B

33



№ 地区 項目 意見要望 回　答 分類

当日 三区町
地域包括
支援セン
ターの数

　現在の福祉計画が策定されて数年が過ぎ、
次の福祉計画を作ることになってくると思う
が、現在、地域包括支援センターの数が、人
口比でいうと黒磯地区と西那須野地区とでバ
ランスが悪くなっている。人口は両地区で同じ
くらいなのに、西那須野地区は東部と西部の
２箇所しかない。人口比的には西那須野地区
にあと１箇所ないと、今後、高齢化が進むと対
応が難しくなると思うので、計画を作る際は検
討してほしい。

　現在、市内には地域包括支援センターが、黒磯５箇
所、西那須野２箇所、塩原１箇所の計８箇所あります。
ご意見のように人口比で比べると、黒磯５箇所に対して
西那須野２箇所とバランスが悪いようにみえますが、地
域包括支援センター設置の基準として、人口の他に、カ
バーするエリアの面積が関係してきます。西那須野地区
は人口密度が高く、逆に黒磯は広範囲に人口が分散し
て密度が低いため、現在の箇所数となっていますが、箇
所数については、今後の状況を見ながら、研究をしてま
いります。

E

■子ども未来部

1 西三島
子どもの貧
困対策

　貧困環境におかれた子どもが社会問題に
なっており、子ども食堂の開設も全国に広
まっているが、この問題は一部の市民が知る
にとどまっている。
　本市の子ども未来部の対応を見ても個人情
報保護の観点と称して、市民が知っていれ
ば、社会的な支援が得られるであろう事案も
極秘裏に処理しようとしている。社会全体が
個人情報の呪縛に翻弄されているきらいがあ
るが、社会が声を上げるためには、行政も必
要最低限の情報提供があってもいいのでは
ないか。
　上都賀地区においては、市民を巻き込んだ
貧困対策に向けたシンポジウム等が盛んに
開催されている。本市も行政と市民が連携・
協働して、那須塩原市の未来を担う子どもた
ちのために一歩踏み出す必要があると考え
る。

　支援を必要とする子どもは、経済的な困窮だけでなく、
虐待やＤＶなど複数の困難な事情を抱えていることが多
いため、個人情報の取扱いについては、慎重に対応し
ているところですが、問題解決のためには、市民の皆さ
んへの情報共有が必要であることから、情報提供に向
け、検討していきたいと考えています。

※市内のこども食堂を市HPにて掲載
※市広報で子どもに関する特集記事を掲載

Ａ

■産業観光部

1 西三島
酪農経営と
異臭対策

　本市の基幹産業である酪農は市民の誇りで
もある反面、糞尿の異臭に悩まされているの
も事実である。
　県・市では施設の改善に関する補助金制度
を設けて環境改善に努めているが、効果は上
がっていないのが現実です。

コンパクトシティや居住誘導地域の設定は
まさしく住み分けという概念であることから、
将来的に人が居住し生活するエリア、酪農を
営むエリア、農業・林業を推奨するエリアな
ど、駅を中心に同心円で線引きする基本構想
を策定し、実現していただきたい。

　家畜排せつ物処理法の規定により、酪農家は、糞尿
を適切に管理するよう義務付けられています。県・市等
は、酪農家に対し、法の順守を指導するとともに、環境
負荷の少ない循環型農業の観点から、たい肥化の有効
利用を推進しています。また、たい肥の散布に当たって
は、臭気の拡散を防止するため、散布後は速やかに耕
起し、土壌と混和するよう指導しています。気象条件等
により、臭気が住宅地等にも流れることもありますが、
農業振興地域内での営農活動であるので、何卒ご理解
いただきますようお願いいたします。

Ｅ

当日 東三島 酪農経営

　本市では、生乳生産本州一とうたって盛ん
にPR等をしているようだが、牛にかなり負担
を強いているのではないか。生産量ではなく、
「質」で勝負するように方向性を変えた方が良
いのではないか。

　「量」から「質」へというご意見ですが、どのような酪農
経営が良いのかについては、今後検討してまいります。 Ｅ
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■建設部

1 四区町
道路の管
理
（草刈り）

　道路（市道や農道等）に隣接する土地の草
刈りは誰が行うべきなのか教えてほしい。

　道路隣地の草刈りや樹木の剪定につきましては、土
地所有者の管理になります。 F

2 下永田
道路のグ
リーンベル
トの設置

　下永田７丁目1056番地付近の市道（２丁目
と７丁目の境の道路）は交通量が多く、接続
する県道との交差点は直角ではなく角度がつ
いているために出入りしずらい状況になって
いる。また、通学路にもなっていることから、
グリーンベルトを設置してほしい。またそのや
り方を教えてほしい。

　ご要望の路線（市道下永田268号線）については通学
路であり、出入りしずらい状況であることを把握しており
ます。来年度以降、交通量が多い路線である市道大田
原街道線（踏切～旧４００号Y字路）のグリーンベルト設
置を複数年で整備を予定しています。当該路線は、その
後、整備時期等を検討したいと考えております。

B

当日 〃
道路のグ
リーンベル
トの設置

【再質問】
　先程の市道について、地区内の旧公民館
の場所にカラーコーンが１本設置されていて
交通の支障になっている。いつ頃撤去される
のか。

　詳しい場所を教えていただいて、現場を確認したい。 A

当日 〃
道路危険
個所の改
善

　清峰高校から大山小に続く道路の十字路で
は、特に朝は高校生の送迎の車の通行が大
変多い。道幅も狭くて危険なので、学校側に
その旨を呼び掛けていきたい。

　学校側がPTAと共に通学路の確認をし、危険と判断し
た箇所については、通学路交通安全推進会議（学校、
PTA、警察、国・県・市で構成）にて審議の対象となって
いるものと思います。

F

当日 三区町 空き家問題

　自分たちが住む地区でも空き家が増えてき
ている。空き家を管理している人も高齢化が
進んでおり、管理も徐々に難しくなってきてい
る。中には、空き家の敷地から隣接する敷地
に向かって木が伸びて危険な状態になってい
るものもある。なるべく自治会内で対処したい
が、件数が増えてくると手に負えない。市でも
対応を考えてほしい。

　昨年は１８０件程度の空き家に対する苦情等があり、
その中で市がすぐに現場を確認して持ち主に対して除
草等の対応を依頼したところ、約半数が対応していただ
いた。残りについては相続放棄等を理由になかなか対
応していただけないケースもあるが、一件一件粘り強く
対応していきたい。そのような中、特に問題なのは、倒
壊など周囲に対して危険性が高く、早急に対応の必要
性がある案件については、空き家対策審議会を開いて
特定空き家に認定し、法律に従い指導・勧告を行ったの
ち、それでも対応していただけない場合は、最終的には
代執行により市で取り壊し等の対応を行うことになりま
す。また、持ち主と連絡が取れ、取り壊ししか解決の方
法がない場合については、銀行の空き家取り壊し専用
のローンを紹介したり、様々な形で相談に応じていきま
す。昨年も敷地内の木から害虫が大量に発生したケー
スがあり、結局持ち主が見つからなかったため、市で原
因の木を伐採したということもあるので、何かあったら市
に相談してほしい。

B

当日 五軒町
登下校の
安全対策

　西那須野地区では通学路になっている道路
に歩道がないところが多い。子どもたちの安
全のために、狭い道路にもグリーンベルトを
設置してほしい。また、細い道路では車がす
れ違う際に子どもたちが歩く場所もなくなって
しまうので、時間帯による一方通行などの規
制も考えてもらいたい。

　狭い道路の対応について、一番良いのは拡幅して歩
道を設けることですが、用地買収などが関係するため、
早急に対応することができません。そうなると、次点で良
いのはグリーンベルトを設置して、歩道ができるまでの
間そのような形にしていくことで現在は対応しています。
一方通行については、交通規制となるため、市では行う
ことができません。公安委員会が交通規制を行っていま
すが、通学路交通安全推進会議に公安委員会も参加し
ているので、危険個所についてはその会議の中で審議
されているものと思います。

F
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当日 〃 〃

【再質問】
　用地買収等が関係するというが、道路拡幅
に関する用地買収は大変時間がかかるの
で、いつまでたっても道路は広がらない。子ど
もたちの安全確保は喫緊の問題なので、グ
リーンベルトの設置や警察とタイアップして交
通規制をするなど進めてほしい。また、塩原
街道の西那須野駅から三島小までの区間に
ある脇道については、場所により一方通行に
なっているところとそうでない所がある。市で
も現地をよく確認して対応を進めてほしい。

【副市長】
　よく現場を確認して対応してまいりたい。 E

当日 西三島
市道の補

修

　西那須野自治会長連絡協議会から市長に
対して、市道の補修に関する文書について、
平成２７年度から２９年度までの実績及び、３
０年度の実績と予定について、黒磯・西那須
野・塩原の各地区ごとに文書の開示を請求し
たい。また、市道を補修する際の基準や優先
順序を示す文書の開示も併せて請求したい。

【副市長】
　請求については、この懇談会終了後に担当まで提出
してほしい。なお、文書の開示については、情報公開条
例に基づき粛々と進めさせていただきます。

A

■教育部

1 四区町
登下校の
安全管理

　子どもたちの登下校時の安全確保は誰がど
のように行うべきか教えてほしい。（家の近く
でも心配）

　子どもたちの登下校の安全確保としまして、通学路交
通安全対策プログラムに基づき、道路管理者、警察等
関係機関と連携し、歩道や横断歩道の整備等ハード面
での安全確保に取り組んでおります。
　また、ソフト面での安全確保としましては、学校ボラン
ティア（スクールガード）等、地域の協力を得ながら登下
校の見守り活動等を行っております。
　いずれも、市や学校だけでできるものではないことか
ら、関係機関や地域と連携して取り組むべきものと考え
ております。

F

2 西三島

スクール
ガードボラ
ンティアの
活性化

　市内では登下校時の子どもの安全・安心を
確保するために、ボランティアによるスクール
ガードを実施していますが、高齢化による退
会が後を絶たず、運営が危ぶまれている。
　当自治会においても定期的にボランティア
を募集しているが芳しくないことから、元気な
高齢者の生きがい醸成と社会参加による健
康寿命の伸長を目的に、広報誌等で広く募集
をお願いしたい。

　学校安全ボランティア（スクールガード）の体制確保に
は、地域の協力が不可欠であると考えておりますが、各
地域により学校安全ボランティアの形態や構成等が異
なることから、効果的な周知や募集の方策について検
討してまいります。

E

当日 西三島
学校のエア
コン使用に
ついて

　各学校の教室にエアコンが設置されたが、
本日、三島小を訪れてみたら、窓が全開に
なっていた。せっかく設置されたエアコンをな
ぜ使用しないのか。エアコンを活用するよう学
校に言ってほしい。

【教育長】
　子供たちが使用している普通教室では、エアコンを稼
働させ、また南側の窓のカーテンを閉めて直射日光によ
る温度上昇を防ぐなどをして、授業を行っています。窓
が開いていたというのは、恐らく、授業が行われていな
い特別教室の窓を開けて、廊下などの風通しをよくして
いたものだと思います。今後もより適切な教育環境にな
るように取り組んでまいります。

F
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当日 三区町
子どもの健
全育成

　平成２２年にとちぎの子ども育成憲章が制
定されたと思うが、昨年１０月に行われた、多
面的機能支払い交付金事業に取り組んでい
る県の説明会の時に、「とちぎの元気な子供
を育て隊」宣言についての呼びかけがあっ
た。私は二つの組織で子どもたちの育成に関
する活動をしているため、早速その二つの組
織で宣言を行った。宣言を行うと県に登録さ
れるのだが、登録団体が非常に少ない状況
です。ぜひ市としても県が策定したこども憲章
を振り返っていただき、未来を担う子どもたち
育成のため、自治会を含め多くの団体が宣言
を行うことで様々な活動ができることになると
思うので、宣言団体が増えるようにPR等も併
せてしてほしい。

【教育長】
　市では昨年度から地域と学校が連携し、地域全体で
子ども達を育てていこうという「地域学校協働本部事業」
を展開しています。これは中学校区を一つの単位として
実施しているもので、その事業と県が提唱している子ど
も子育てについては重なってくるところもありますので、
タイアップしながら事業を進めていくことも考えていま
す。県が進めている部分についても更に情報を収集し、
重なる部分については有効に活用していきながら、また
本市独自で進めていきたいところは積極的に情報発信
をしながら取り組んでいきたい。

E

■選挙管理委員会

1 石林
投票所の
新設

　平成３０年６月３０日に石林公民館の修繕・
増改築が終了するので、その際に石林公民
館で投票ができるように投票所を新設しても
らいたい。

【設置希望の理由】
①修繕・増改築で広くなり投票所が設置でき
るようになる。

②石林公民館を利用することで、住民の意識
が上がり投票率の向上に寄与できる。

③投票時、住民が顔を合わせるので、自治会
の存在を意識し、自治会に協力的になる。

④石林地区の中央にあるため人が集まりや
すく、広い駐車場もある。

⑤かつて、石林地区に投票所があった経緯
がある。

⑥新規分譲住宅地があり、今後人口が増え
る見込みがある。

　投票区域については、有権者数や面積、町境、地形
等を総合的に配慮して設定しております。特に、十分な
投票スペースや駐車場のほか、交通事情、集落等の地
域性といった様々な要素に配慮して、公共施設や自治
公民館を投票所に指定しております。
　投票区・投票所の見直しに当たっては、人口動態や地
域の実情などを考慮し、関係する地元の方々のご意見
を伺いながら検討してまいりたいと考えております。
　なお、公民館の修繕・増改築工事が完了しましたら、
一度現地を確認させていただきたいと考えております
が、現在の石林地区の人口規模では投票所の新設は
難しいと考えております。

Ｃ

当日 〃 〃

【再質問】
　回答で「現在の石林地区の人口規模では投
票所の新設は難しい」とあるが、もう少し具体
的に教えてほしい。

　現在、投票所は４４箇所あります。合併時には５７箇所
だったものを、西那須野地区は当時と同じ１４箇所、黒
磯地区は３２箇所を２５箇所に、塩原地区は１１箇所を５
箇所に統廃合しました。このような形で直近の選挙で
あった平成２９年１０月の衆議院選挙、当日有権者数が
９万７千人弱で、４４投票区で割ると、１投票区平均が
２，２０４人になります。西那須野地区の１４の投票所す
べてで、２～３千人規模となっており、合併以来、西那須
野地区を模倣して黒磯・塩原両地区の投票所の統廃合
を進めてきました。仮に今回の要望の通り新設をします
と新南、石林ともに２千人を下回る規模となります。黒磯
や塩原にはまだまだ当日有権者数の少ない投票所もあ
り、西那須野地区を理想として投票所の整備を進めて
いきます。

Ｆ
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■西那須野支所

1 石林
道路の補
修

　乃木神社脇の通学路（正面鳥居から静沼の
方に向かう道路）の道路わきに大きな切り株
があり、見通しが悪くて危険。この切り株を撤
去しようとすると道路にも影響が出るので簡
単に撤去ができない。何とか市で撤去しても
らいたい。

　撤去希望の切株は、民地から市道石林４５１号線に一
部出ております。現在、切株は１１０㎝程度の高さとなっ
ており、見通しが悪くなっている事から、所有者に切株を
低くする依頼と併せ、切株の前後にポストコーンを設置
し安全確保を行ないます。

A

2 西三島
カーブミ
ラーの管理

　西三島地内に限らず、カーブミラーおよび道
路標識の根元が犬の放尿により腐食してお
り、過去に倒壊して物損事故が発生した。
　当自治会では春の市民一斉美化運動時
に、カーブミラーの点検・清掃を実施している
が、行政でも点検を実施し、予防保全に努め
てほしい。

カーブミラーの点検については、日常巡回により状況
把握と共に引き続き予防保全に努めてまいります。 A

3 三区町
烏ヶ森公園
の桜並木

　烏ヶ森公園参道路（公園の西側）にある桜
並木の桜が老木化し、いつ枯れてもおかしく
ない状況。また桜が道路側にせり出している
ので車にぶつかる危険がある。今後計画的
に新しい桜を植えてほしい。

　市道三区町１２４号線の桜並木については、老木化並
びにせり出している桜について伐採を致します。また、
桜の植え替えについては、伐採後計画的に苗木の植樹
を行ってまいります。

A

当日 東三島 道路の補修

　東三島地区の公民館裏手の道路の一部が
窪んでいる。地権者の承諾も得て市に要望を
出したが２年たっても進展がない。砂利道を
通り越して、草が生い茂っているような道で、
雨が降ると通行できなくなってしまう。早急に
舗装してほしい。

　建設部、西那須野支所どちらでその要望を受けたの
か確認し、現地も確認した上で相談させていただきま
す。

C
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